
2020 年度 JIS 原案作成公募制度説明会プログラム 

第 1 回 2０２０年 7 月１３日（月） 1４：０0～１６：００ 

第２回 2０２０年 7 月３０日（木） 1４：０0～１６：００ 

Google Meet による Web 開催 

一般財団法人 日本規格協会 主催 

司会：野原 慈久 

時刻 説明内容 
資料

No. 
説明者 

14:00～14:05 

（5 分） 
開会挨拶 

 標準化総括・支援ユニット 

内田 富雄 

14:05～14:35 

（30 分） 
JSA 公募制度の概要と利用のすすめ  

資料① 標準化総括・支援ユニット 

標準化総括チーム 

村石 幸二郎 

14:35～15:05 

（30 分） 
JIS 原案作成の流れと留意事項 

資料② 産業基盤系規格開発ユニット 

金属・化学・機械系規格チーム 

江本 秀司 

15:05～15:15 

（1０分） 
休憩 

15:15～15:45 

（30 分） 

JIS 原案作成のための手引 改正のポイ

ント 

資料③ 標準化総括・支援ユニット 

標準化総括チーム 

野田 孝彰 

15:45～15:55 

（１０分） 
「規格開発エキスパート」について 

資料④ 
（一財）日本要員認証協会 

瀬戸 秀基 

15:55～16:00 

（5 分） 
閉会挨拶 

 産業基盤系規格開発ユニット 

重松 康夫 

※ 説明内容等が変更される場合があります。  
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資料①
JIS原案作成公募制度説明会
JSA公募制度の概要と利⽤のすすめ

2020年7⽉
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内容

1. 公募制度のご利⽤
2. 公募制度の概要
3. 公募制度ご利⽤のメリット
4. 原案作成期間
5. 応募区分
6. ご応募いただく書類
7. 成果物（作成書類）
8. その他
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次の観点からJISの制定・改正が必要な時

1 公募制度のご利⽤

• 市場の変化（技術水準、ユーザニーズ、環境配慮等）によって
既存のJISと実態とが乖離

• 技術の進歩などによって、対応する国際規格が改訂

• 新たな国際規格が発⾏された/開発中であり、
国内の実情・国際商取引を鑑みると
国内における普及の促進からJIS化が必要

• 引⽤JIS又は関連JISが改正・廃止

• 強制法規、公共調達基準などとの
関連で、制定・改正が必要 市場/技術

の動向

法規・
他規格

国際
規格
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JSAによる「JIS原案作成公募制度」とは

2 公募制度の概要（1）

実績 ・約150団体/年、約300規格/年 （平成10年度から開始）
・毎年公⽰される規格の約60%は公募制度を利⽤

• 団体様と弊協会とが共同してJIS原案作成
• 特定標準化機関（CSB）スキームの適⽤
• 弊協会のノウハウ提供。原案の一貫性/一様性/様式（JIS Z 8301）の支援
• 申出手続きや必要な書類作成の支援

認定産業標準作成機関として作成する場合もあります

• 2019年9⽉18⽇に認定産業標準作成機関に認定
• 弊協会とJIS案作成事業契約を締結していただいており、かつ、認定の範囲に該当す

る案件が対象

⇒ いままでとおりご応募ください。弊協会で整理させていただきます。

-5-
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2 公募制度の概要（2）

特定標準化機関（CSB）制度とは

• 特定標準化機関（CSB）とは、JISの原案作成を⾏う団体等のうち、適切なJIS原案作成
の体制を維持していることをJISCが確認した団体

• CSBの能⼒を活⽤することによって、JIS制定・改正のための調査審議及び事務処理を
迅速化・効率化することが⽬的

• 産業標準化法に基づく申出において、その原案作成プロセス等がすべての利害関係者の
意⾒を⼗分に反映し、公平かつ公開性を確保するなど一定条件（CSB要件）に適合して
いることが確認された場合には、原則として部会限りでの調査審議を⾏い、JIS案を主
務大臣に答申

・ 法律改正（⼯業標準化法 → 産業標準化法）に伴って導⼊
・ 標準化の専⾨知識及び能⼒がある⺠間機関を主務大臣が認定
・ 同機関からのJIS案はJISCの審議を経ずに主務大臣が制定、改正等

認定産業標準作成機関とは

-6-
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2 公募制度の概要（3）

原則としてJISC部会審議

CSB制度利⽤の場合

• 原則として主務大臣に申出後のJISC専⾨委員会での審議を省略

• JISC部会審議となってJISCでの手続期間が短縮

申
出
・
提
出

制
定(

改
正)

関係団体+JSA

JIS原案作成
主務大臣

付議
日本産業標準調査会
(JISC)での審議

主務大臣

公示
関係団体等

事前調査

ヒアリング等
申
出

付
議

答
申

JIS案
JIS原案

制
定
・
改
正

官
報
公
示CSBとして

パブコメ

主務大臣 WTO/TBT意見受付公告

専門委員会

部会
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2 公募制度の概要（4）

申
出
・
提
出

制
定(

改
正)

関係団体+JSA

JIS案作成
主務大臣

公示
関係団体等

事前調査

ヒアリング等
申
出

JIS案
制
定
・
改
正

官
報
公
示意見受付

公告

JISCでの審議を省略

認定産業標準作成機関として作成する場合

• 主務大臣に申出後のJISCでの審議を省略

• JIS案の申出を受けてから速やかな公⽰

産業標準
作成委員会
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3 公募制度ご利⽤のメリット（1）

d) 追補改正も対象

b) 財政的支援

• 追補改正も同様に支援
※ 追補改正だけの場合は、財政的支援は

原則として対象外となります。

• JIS原案作成にかかる費⽤（委員謝⾦、交
通費、会場場費⽤等）の一部支援

※ ⾦額はご要望に添えない場合もございます。

c) 申出の代⾏/手続き書類作成支援
• 申出作業は弊協会で実施

• 事前調査や申出に必要な手続き書類の
作成も支援

• 複雑な手続きのご負担軽減 e) JISに関する情報提供
• 引⽤規格の改正状況・廃止に伴う被引⽤
規格など、正確な情報をご提供

a) 原案作成をサポート
• 規格開発に詳しい担当者を配置し、事
前調査〜公⽰まで支援

• 特にJISの原案作成時の様式・委員会
運営・各種事務手続き等

-9-
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3 公募制度ご利⽤のメリット（2）

i) よろず相談
何でもお気楽にご相談ください (例)
• JISの作成プロセスの詳細を知りたい。
• 事務局運営のノウハウがない。
• 所掌JISのメンテナンスがしきれない。
• 改正のタイミングがわからない。

• 2020年度から年4回［区分A、区分B、
区分C、区分D（新設）］に変更。こ
れを外れる場合は、柔軟に対応

• 業界基準（団体規格）のJIS化や、強制
法規をわかりやすく普及させるための例
⽰基準としてのJIS作成

※ JIS以前に業界規格としてのJSA規格
の作成も可能（有料）

g) フレキシブルな応募

h) 業界基準や強制法規例⽰基準など

f)他の⼯業会などの紹介
• 委員会委員の選定時などで、⽇頃お付き
合いの少ない業界との調整が必要な場合
の調整/紹介
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3 公募制度ご利⽤のメリット（3）

• ISO/IEC等の国際規格を基礎としてJIS原案を作成される際のサポートの一環として
ご提供
（CDV、DIS、FDIS段階からのJIS化検討についてもご相談ください）

• 現在、お問い合わせを多数いただいており、お時間をいただく場合がございます。
各種ご要望も含めて鋭意対応中ですが、何卒ご理解ください。

j) 国際規格の機械翻訳の提供

• Web会議ツールが無い団体様、Web会議ツールに不慣れな団体様は、弊協会へご相
談ください。（例︓当会によるWeb会議開催の支援等）

k) Web会議の支援

-11-
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仮翻訳の提供

仮翻訳

元の
国際規格
(ISO･IEC)

(DIS・CD･FDIS含)

注記 あくまでも機械による仮翻訳です。専⾨⽤語等は必ずご確認願います。

-12-
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素
案
作
成
開
始 校

正

申
出(

報
告)

素
案
完
成
終
了

様式
調整

関係団体等

事前調査
関係団体等+JSA

JIS案作成
主務大臣

公示

制
定
・
改
正

官
報
公
示

意⾒受付
公告

(60日)

産
業
標
準
作
成
委
員
会

認
定
産
業
標
準
作
成
機
関
と
し
て
作
成

8カ⽉ 1.5カ⽉

8カ⽉2〜3カ⽉

4カ⽉

産
業
標
準
作
成

委
員
会
承
認

JIS案＝産業標準の案

関係団体等

事前調査

CSB

原
案
作
成
開
始

校
正

申
出

原
案
完
成
終
了 専⾨委員会

答
申

付
議

様式
調整

関係団体等+JSA

JIS原案作成
日本産業標準調査会
(JISC)での審議

主務大臣

公示
主務大臣

付議

制
定
・
改
正

官
報
公
示

部会

CSBとしての
パブコメ

主務大臣 WTO/TBT意見受付公告（60日）

産業標準の案

事
前
調
査(

ヒ
ア
リ
ン
グ)

2カ⽉
準備

2カ⽉

事
前
調
査(

ヒ
ア
リ
ン
グ)

8カ⽉
2カ⽉
準備2カ⽉

• 2019C（2019年12⽉原案作成開始）以降、原案作成期間を11カ⽉から8ヵ⽉へ変更
• 原案作成開始前に2カ⽉間の準備期間（委員委嘱等の作業）を設定

4 原案作成期間

作
業
計
画
公
表

作
業
計
画
公
表
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5 応募区分（1）
応募の機会を増やしてより柔軟な対応とのお声にお応えし、
区分A, B, Cと年3回の区分⇒ 2020年度から区分Dを加え、年4回に変更。

区分 応募締切 ヒアリング 準備期間 作成期間 原案作成完了
（ご提出）

2020
区分A

2019.
11.30

2019.12〜
2020.1 2020.2〜3 2020.4〜11 2020.11 末⽇

2020
区分B

2020.
3.31 2020.4〜5 2020.6〜7 2020.8〜

2021.3 2021.3 末⽇

2020
区分C

【変更】
2020.
5.20 2020.5.20〜7 2020.8〜9 2020.10〜

2021.5 2021.5 末⽇

2020
区分D

【新設】
2020.
8.20 2020.8.20〜10 2020.11〜12 2021.1〜

2021.8 2021.8 末⽇

※ この区分以外の期間でも、柔軟に対応させていただきます。いつでもご相談ください。

区分 応募締切 ヒアリング 準備 作成期間 原案作成完了
（ご提出）

2020
区分A

2019.
11.30

2019.12〜
2020.1 2020.2〜3 2020.4〜11 2020.11 末⽇

2020
区分B

2020.
3.31 2020.4〜5 2020.6〜7 2020.8〜

2021.3 2021.3 末⽇

2020
区分C

2020.
7.31 2020.8〜9 2020.10〜11 2020.12〜

2021.7 2021.7 末⽇

変

更

前

変

更

後

-14-
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5 応募区分（2）

弊協会Webサイトにも掲載されております。ご確認ください。
https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/dev/md_4845.pdf

区分 応募締切 ヒアリング 準備期間 作成期間※1 原案作成完了
（ご提出）

2021
区分A

2020.
11.20

2020.12〜
2021.1 2021.2〜3 2021.4〜11 2021.11 末⽇

2021
区分B

2021.
2.19 2021.3〜4 2021.5〜6 2021.7〜

2022.2 2022.2 末⽇

2021
区分C

2021.
5.20 2021.6〜7 2021.8〜9 2021.10〜

2022.5 2022.5 末⽇

2021
区分D

2021.
8.20 2021.9〜10 2021.11〜12 2022.1〜

2022.8 2022.8 末⽇

2021年度スケジュール（予定）

-15-
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6 ご応募いただく書類

① JIS原案作成公募制度応募⽤紙（ヒアリング希望⽇付き）----１部
② JIS原案作成事前調査書 ----規格ごとに各１部
③ JIS原案作成委員会開催⽇程及び構成員名簿 ----委員会ごとに１部
④ JIS原案作成委員会運営費⾒積書（追補改正のみの場合不要）----１部
⑤ 制定/改正予定の草案・基礎とする文書等（ある場合。途中段階でもOK）

a) 必要な書類

• 弊協会ウエブサイトから上の①〜④の様式をダウンロード
• URL https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/iso_domestic02/

( で検索)

• ①〜⑤を電⼦データ （Word・Excel）をsd@jsa.or.jp まで送付

b) 入手・記入・送付方法

JSA公募 検索 ※ 様式は最新版をお使いねがいます。

-16-
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以下の成果物及び必要書類は電⼦メール（sd@jsa.or.jp宛）にてご提出ください。
なお、一部原本をご郵送いただくものがあるのでご注意ください。

7 成果物（作成書類）

① JIS原案（本体及び解説）（Word）
② JIS原案作成経過報告書（制定・改正）（Excel）
③ JIS原案作成経過報告書（廃止⽤ 制定/改正に伴う廃止がある場合）（Excel）
④ 日本産業規格制定・改正等に関する特許権等の扱いに係る声明書（PDF）

⇒電⼦メールのほか、捺印原本を１部ご郵送にてご提出いただきます。
⑤ ⽇本産業規格の制定／改正原案及び同規格に係る著作権の扱いに関する確認書（PDF）
⑥ 原案作成委員に関する個人情報の保護について（報告）（Word）
⑦ JIS解説書における原案作成委員に関する個人情報の保護について（報告）（Word）

※JIS原案作成委員会運営費請求書については、上記の成果物納品後に様式をお送りします。
※各種様式は弊協会Webサイトに掲載しております。提出時にご確認ください。

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/iso_domestic02/

-17-
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多様なニーズへ対応

8 その他

• 迅速な⽇本語での普及が必要
［産業界等への影響が大きいため、国際標準化される前(DIS,FDIS等)又は

国際標準化後早急の普及が必要。等］
• 何らかの事情でJIS化を始められないが、普及が必要
• 国内での利⽤がなくても、海外の⽇本企業には影響
• 利⽤者が特定の者（専⾨家等）に限定
• JIS普及の先駆け・呼び水 等

ニーズへの対応

• 普及の迅速性
⇒委員会での審議、パブリックコメント、JISCでの承認等がない
⇒団体様での確認等も含めて、作成開始から発⾏まで最短で3〜4か⽉程度

• 原⽂（英語）読解の理解を助けるための補助資料としての利⽤を想定
• ⽇本語は便宜的な訳で、正確な解釈は原本（英語）に基づくことを前提に利⽤
• 諸条件がありますので、担当者へご相談ください。

国際規格の対訳版の作成
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対訳版サンプル

見開きで、左右対比して確認可能
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公募制度に関するお問い合わせ・書類など送付先

一般財団法人 ⽇本規格協会
標準化・総括支援ユニット 標準化総括チーム

〒108-0073 東京都港区三田3－13－12 三田MTビル9階
電話:03-4231-8530,  FAX:03-4231-8662

E-mail: sd@jsa.or.jp 

ご清聴ありがとうございました

-20-
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資料②
JIS原案作成公募制度説明会
JIS原案作成の流れと留意事項

2020年7⽉

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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応募書類の受付

JSA担当者による書類確認

ヒアリングの実施

契約

委員会でのJIS原案作成
〜 委員会参加、 JSA様式調整 〜

成果物（JIS原案他の書類）のJSAへの提出

1 ＪＳＡ公募制度による原案作成の流れ

校正、申出（主務大臣への提出）
Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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事前調査表 ＝ JISの設計図

2  応募書類でご留意頂きたい点
〜 事前調査表（1） 〜

• 作成経過報告書 ※ の作成時にも利⽤
• 必要性、期待効果、規定内容、改正点を明確に記載

※ 作成経過報告書（旧 審議経過報告書）︓

成果物提出後の審議の基礎情報となるもの(6参照)
原案作成完了後にJIS原案と共にご提出頂く書類で

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.

記載⽅法についてご不明な場合は、お気軽にお問合せください。
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2  応募書類でご留意頂きたい点
〜 事前調査表（2） 〜

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.

• 規格番号、名称、制定改正の別
• 主務大臣
• 必要性・期待効果、規定項目
• 原案の検討状況（進捗）
• 産業標準化法への適合
• 対応国際規格の有無
• 国際流通への影響
• JISマーク表⽰制度との関係
• 生産・輸出状況
• 規制や公共調達への引⽤
• 特許権等の有無
• 公⽰希望時期（ある場合）

主な記入項目:＜抜粋＞
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スケジュール欄には必ずJSA様式調整時期を

《様式調整時期の判断基準》
• 作成中の原案が、委員会及び／又は分科会での審議を少なくとも１回

経て、構成上の規定項⽬を全て満たした状態になっている。
• ＪＳＡからの指摘に原案作成期間中に対応可能である（最終委員会前

である 等）。

2  応募書類でご留意頂きたい点
〜 原案作成スケジュール 〜

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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• 委員構成には、現状のすべての実質
的な利害関係者を網羅

《改正の場合の委員構成》
改正の場合、前回委員会と同じである必要はないものの、
構成が異なる場合には、現状の利害関係者を網羅できている
根拠を明確にするようにして下さい。

• 委員構成区分の原則︓
「生産者」「使⽤者」「中⽴者」「（販売者）」

※商取引に直接関係せず、区分を特定しにくいＪＩＳは、
中⽴者のみでも可（単位、⽤語、製図、基本的試験方法 等）

2  応募書類でご留意頂きたい点
〜 構成員名簿（1）〜

各区分が委員構成の半数を超えることは不可※

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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• 中⽴者委員には以下も（必要に応じて関係者として）
－ 原案の原局原課（原案内容に直接関係する省庁部⾨）
－ ＪＳＡ担当者
－（規制等への引⽤有or予定の場合）規制等や公共調達の管轄省庁
－（JISマーク認証可能な構成の製品規格等の場合）登録認証機関

• 経産省ISO/IEC課のご担当官は通常、関係者に
• 同じ所属からの委員参加は原則不可

《分科会の設置について》
分科会の設置は任意です。ただし、ご応募時点で素案をご準備頂
いていないような場合、本委員会だけでの原案作成・審議では時
間を要する可能性が高く、分科会の設置を特にお勧め致します。

2  応募書類でご留意頂きたい点
〜 構成員名簿（2）〜

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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• 現状、書面(メール等) ・Web会議ツールなどで実施
• 制定・改正の必要性及び期待効果、規定内容、

• 準備状況（規格素案の作成状況）の確認
• 審議スケジュール、様式調整時期の共有
• 審議ルート（部会，専⾨委員会など）の確認
• 規格番号の仮確定（制定の場合）
• JISマーク認証の有無・希望の確認

改正点、委員構成などについて確認

3  ヒアリングの実施

ヒアリング前後に、必要に応じて内容修正をお願いしております。

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.

-28-



Copyright 2019 JSA GROUP. All Rights Reserved. 8

規格は様式及び作成方法に関する統一ルールの基で作成
JIS Z 8301 

4 委員会でのJIS原案作成
〜 JIS様式及び作成方法〜

• 要求事項と参考情報を明確に区別
• ダブルスタンダード不可(必要に応じて規格引⽤)
• ⽭盾、重複、過不⾜の排除
• 誤解の余地のない明解な規定文に
• 対応国際規格との整合，差異の明確化(対比表等)

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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• JIS様式等の観点で必要に応じて指摘・発言

《原案の事前提供のお願い》
委員会で審議する規格原案は、審議当⽇の配布ではなく、
事前にご提供願います（Wordファイルで）。

4 委員会でのJIS原案作成
〜 JSA担当者の委員会参加 〜

• 進捗、プロセスの確認及びフォロー

• 技術的な審議を最優先しつつ、規格様式上誤った
方向で議論が進みそうな場合、軌道修正

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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• 対面会議︓
会議室に一同に会しての審議

4 委員会でのJIS原案作成
〜 委員会の開催形式 〜

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.

• Web会議︓
オンライン会議ツールを利⽤しての審議

• 書面審議︓
メール等を利⽤した審議

《Web会議等の開催⽅法について》
• Web会議や書面審議の実施⽅法についてルールは設けておりません。

各自セキュリティポリシーに従って実施願います。
• 実施⽅法がわからない場合などには、JSA担当までご相談ください。
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• 実施形態 ︓ 原案への書面での確認・指摘
• 時期/回数︓ 原案作成期間中１〜２回程度
• 実施期間 :  個別に調整（概ね１ヶ⽉程度）
• 実 施 者 ︓ JSA担当者（必要に応じて複数名）

《様式調整の納期について》
迅速化の観点で原案作成期間中に実施致します。必要に応じて複数
名でも実施するため、ある程度の期間を頂く場合がございます。
納期については個別に調整させて頂きます。

4 委員会でのJIS原案作成
〜 JSA様式調整（1） 〜

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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《指摘例》
・ 注記に要求事項・推奨事項・許容事項が入っている

→ 注記には参考情報を記載。規格として規定する事項なのか曖昧。

・ 文末表現が曖昧 例)「〜すべきである」
→ 「べき」は要求事項的な表現と受け取られる場合もあるため、推奨表現としては

「〜することが望ましい」「〜するのがよい」にする。

・ 本文での引⽤・参照のない附属書がある
→ 規定の附属書は規定⽂中での引⽤が必要。参考の附属書も参照必要(注記等でも可)

・ 規定内容が複数個所で重複している
→ 規格では、同じ内容は原則規定しない。

・ 指⽰代名詞がなにを指しているのか不明確
→「それ」などとせず、具体的に箇所を指定することで曖昧さを排除。

・ 他規格を引⽤していながら、同じ内容を規定している
→ 他規格を引⽤しながら、同じ内容を規定することは規格体系上、不適切。

4 委員会でのJIS原案作成
〜 JSA様式調整（2） 〜

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.

-33-



Copyright 2019 JSA GROUP. All Rights Reserved. 13

《公表する適⽤範囲》
適⽤範囲は様式調整での提出原案を基に公表致します。

・実施時期︓原案作成期間中（ 進捗に応じて実施）
・受付期間︓３０日間
・掲載媒体︓JSAホームページ
・掲載情報︓

－ 規格名称

5 委員会でのJIS原案作成
〜 CSB機関としてのパブコメ実施 〜

※ 原案⾃体の掲載は⾏わないが、要望あれば開⽰

－ 適⽤範囲
－ 主な規定内容／又は主な改正点

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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・ＪＩＳ原案，解説原稿
・作成経過報告書（制定・改正・廃止）
・その他書類（著作権, 特許権 等）

《早期提出の推奨》
原案審議が完了した原案は契約期間内のいつでも提出可能
です（ＪＳＡ担当者と合意の上で）。審議が早期に完了し
た場合には、ぜひ早めにご提出ください。
規格の早期公⽰につながります。

6 成果物のJSAへの提出
〜 提出物一式 〜

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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《JSA担当によるチェック実施のお願い》
なるべく成果物提出前に、ＪＳＡ担当宛に記載チェックの
ご依頼をお願いします。

6 成果物のJSAへの提出
〜 作成経過報告書(1) 〜

≒  事前調査表＋原案作成委員会の審議結果報告
（事前調査表の記載を基に、原案作成の審議中問題となった事項、

正確かつ分かりやすい記載が必須

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.

記載内容は、成果物受領後の手続き・審議＊ の基礎資料に
＊主務大臣への申出、JISC技術専⾨委員会、JISC部会 等

作成経過報告書

委員会開催状況等を追加）
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「必要性」「期待効果」

6 成果物のJSAへの提出
〜 作成経過報告書(2) 〜

・ 国家標準でなければならない理由を明確に
・「制定/改正された国際規格への整合」だけを必要性とはせず

我が国へ導入する根拠を
・ 期待効果には具体的なメリットを（産業界、国際競争⼒、

商取引などへの影響等）
・ 簡潔明瞭で、誰が読んでも理解できる記載に

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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「必要性」の望ましい書き方・ストーリー

6 成果物のJSAへの提出
〜 作成経過報告書(3) 〜

・制定の場合
現状、〇〇のような社会的背景、生じている不都合がある。

・改正の場合
“この規格は〇〇について規定したものであるが“

状況改善のために〇〇についてのJISを制定する必要がある。

現在○○（社会環境、技術変遷の変化等）の状況にあるため、
（☝ 現⾏適⽤範囲に基づき記載）

〇〇のような技術的変更を⾏う必要がある。

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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• 良い例1︓技術の進歩によって、現在では▽▽が主流になっているため、〇年に作ら
れた現⾏規格は現状と乖離し改正が必要

• 良い例2︓当初想定していなかった▽▽にまで⽤途が広がったため、▽▽における性
能特性について、市場から標準化が切望され改正が必要

• 良い例3: 〇〇測定法は高価で熟練が必要なため□□簡便法が開発された。〇〇測定
法と□□簡便法との相関の確認がとれたため、□□簡便法を取り込んだ改正を⾏う。

• 悪い例1︓ISOXXXXが●●年に制定されたため、それを基にしたJISも制定する。
⇒なぜ国際規格が制定され、なぜ対応する国内規格が必要なのか、技術的根拠、社会
環境の変化などを説明する必要。

• 悪い例2︓前回の改正から10年経ち現状と合わなくなったため、改正を⾏う。
⇒前回の改正から年⽉が経ったことにより、どのような課題・問題点があるのか説明
が必要

制定／改正の必要性の記載例

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.

6 成果物のJSAへの提出
〜 作成経過報告書(4) 〜
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作成経過報告書で頻出の不備・誤記

6 成果物のJSAへの提出
〜 作成経過報告書(5) 〜

・ 委員会名簿と開催状況の齟齬

・ 出席者数が委員数（関係者・事務局等除く）の半数未満
・ 特許権、著作権等のJIS記載との不一致
・ JISマーク表⽰制度適⽤可否の実態との不整合

例2）関係者・事務局を⼈数に数えてしまっている
例1）構成表の⼈数より開催状況の⼈数が多い

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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• 校正
－ JSA校正部⾨にて本体と解説の校正実施

➡ 不明点・修正指摘への対応依頼
－ 校正期間︓ 通常２か⽉程度

• 申出
JSA申出担当より、原案等一式を主務大臣へ提出（電⼦申請）

7 校正及び申出

《校正指摘への迅速な対応のお願い》
円滑な申出に繋げるために、校正での指摘へは迅速に回答願います。
《申出前の担当官チェック》
申出前には担当官による事前確認を頂きます。原案や作成経過報告書へ
の指摘があった際には、別途対応をお願いする場合があります。

Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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ご清聴ありがとうございました

お問い合わせ
一般財団法人⽇本規格協会
標準化総括・支援ユニット

標準化総括チーム
sd@jsa.or.jp

21Copyright 2020 JSA Group. All Rights Reserved.
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資料③
JIS原案作成公募制度説明会
JIS 原案作成のための手引 改正のポイント

2020年7⽉
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目次

1

1 JIS原案作成のための手引とは
2 JIS原案作成のための手引の入手方法
3 第18版及び第19版改正の趣旨
4 様式調整の指摘事例
5 国際一致規格（IDT）として作成したJIS

における編集上の修正を加えた事例
6 国際規格を基として作成する場合のJIS

原案作成に関するFAQ
7 JIS Z 8301改正に伴う対応
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1 JIS原案作成のための手引とは

2

JIS等原案作成
マニュアル

・法に基づく手続きの流れ
・JIS原案作成段階の確認
事項、留意すべき事項

JIS Z 8301（規格票
の様式及び作成方法）

・規格票の構成及び規格の
作成方法について規定

JIS原案作成の
ための手引き

・左記2点の理解を深
めるための資料
・原案作成に当たり特
に注意すべき事項、具
体例などを参考として
まとめたもの
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2 JIS原案作成のための手引の入手方法

②検索エンジンで「JIS手引き」と検索（下の画像はGoogleにて検索）

①JSA GROUP Webdesk>規格＞国内標準化⽀援＞JIS原案作成公募制度
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/iso_domestic02/

-46-
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3 第18版及び第19版改正の趣旨

①様式調整の指摘事例の追加（資料5︓第19版）

②国際規格を基として作成する場合の注意事項等の追加
（8.8及び8.9︓第18版）（8.10及び8.11︓第19版）

③JIS Z 8301改正に伴う対応
（全体︓第18版）
（資料７、資料８、資料１０︓第19版）
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4 様式調整の指摘事例
4.１ まえがき(JIS Z 8301 箇条12)(手引P97 資料5 箇条1）

5

4.1.1 規格が部編成の場合の記載(手引P97 資料5 1.1)
“規格が部編成の場合には，規格群の名称並びに各部の番号及び名称を表記
してもよい。”（JIS Z 8301:2019の12.5.2.1抜粋）

以前は必ず記載することとなって
おりましたが，今後は，通常，
記載する必要はございません。
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4 様式調整の指摘事例
4.１ まえがき(JIS Z 8301 箇条12)(手引P97資料5 箇条1)

6

【定型文】

なお，令和△△年△⽉△日【改正の日から起算して○⽉を経過する日】まで
の間は，産業標準化法第30条第1項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク
表⽰認証において，JIS□ □□□□:XXXX を適⽤してもよい。

4.1.2 JISマーク表⽰認証取得者が存在する場合の改正
(手引P97資料5 1.1)

【経過的措置とは】
JIS改正公⽰後，JISマーク表⽰認証事業者等が一定期間，改正前のJISに基
づきJISマークの表⽰を⾏うことが可能なように措置すること

既にJISマーク表⽰認証取得者が存在する規格の改正原案を作成す
る場合には，必要に応じて，まえがきに JIS マーク表⽰認証に係
る経過的措置を記載する。
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4 様式調整の指摘事例
4.２ 序文(JIS Z 8301 箇条13) (手引P97資料5 箇条2）

7

対応国際規格がない場合は，序文を記載しないのがよい。
一般的な制定・改正の経緯などは，解説に記載するのがよい。

このように対応国際規格がなく，特筆すべき
事項がない場合，通常，序⽂は不要です。

-50-



Copyright 2020 JSA GROUP. All Rights Reserved.

4 様式調整の指摘事例
4.３ 適⽤範囲(JIS Z 8301 箇条14)(手引P98資料5 箇条3)

8

・適⽤範囲には，要求事項，推奨事項及び許容事項を含めてはならないと規定
・次の事例では，参考情報としての記載に修正
【修正前】
1 適⽤範囲
・・・
なお，60 °内側円すい形体の結合端部の寸法はJIS D 3610-1，及びステンレ
ス鋼管の材料特性はJIS G 3459による。また，ステンレス鋼の化学的組成は，
ISO 15510による。

【修正後】
1 適⽤範囲
・・・
なお，60 °内側円すい形体の結合端部の寸法はJIS D 3610-1，及びステンレ
ス鋼管の材料特性はJIS G 3459に規定されている。また，ステンレス鋼の化学
的組成は，ISO 15510に規定されている。

-51-



Copyright 2020 JSA GROUP. All Rights Reserved.

4 様式調整の指摘事例
4.４ 引⽤規格(JIS Z 8301 箇条15)(手引P99資料5 箇条4）

9

2 引⽤規格
この規格には，引⽤規格はない。

4.4.1 本文などで引⽤する規格がない場合の記載
(JIS Z 8301 15.5.2.1)(手引P99資料5 4.1)

JIS Z 8301:2019から本文などで引⽤する規格がない場合，次の
定型文のとおり記載する。

【定型文】
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4 様式調整の指摘事例
4.4 引⽤規格（JIS Z 8301 箇条15)(手引P99資料5 箇条4）

10

これらコネクタの接続では，JIS C 3662-3に規定されたケーブルの配線及びケ
ーブルの直径を考慮することが望ましい。

4.4.2 引⽤規格の箇条には記載しない規格・規範文書
（JIS Z 8301 15.5.3）(手引P99資料5 4.2)

要求事項としての引⽤︓箇条２ 引⽤規格
推奨事項，許容事項，可能性・能⼒事項などとしての引⽤︓参考文献
一覧

【例１】推奨事項としての引⽤︓参考文献一覧に記載

通信の詳細に関しては，JIS Q 14063参照。

【例2】補⾜事項（参考文書）としての引⽤︓参考文献一覧に記載
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4 様式調整の指摘事例
4.5 ⽤語及び定義（JIS Z 8301 箇条16)(手引P99資料5 箇条5）

11

3.2.2
交換期限
製品に使⽤期間を表⽰するに当たり，使⽤期間を交換期限に置き替えたもの。

4.5.1 定義文中に当該⽤語を記載してしまった例
（JIS Z 8301 16.5.5）(手引P99資料5 5.1)

定義文中に，定義する当該⽤語を含めてはならない。

【修正前】

3.2.2
交換期限
製品に使⽤期間を表⽰するに当たり，有効期間の最終年⽉を⽰したもの。

【修正後】
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4 様式調整の指摘事例
4.6 注記(JIS Z 8301 箇条24)(手引P100資料5 箇条6)

12

JIS Z 8301:2008

JIS Z 8301:2019

“要求事項ではない規定事項は、注記としてもよい”（推奨・許容可）

“注記には，要求事項，推奨事項及び許容事項を含めてはならない”

「注記」には要求事項ではない規定事項（推奨事項・許容
事項）は記載しない（参考情報のみとする）
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4 様式調整の指摘事例
4.7 許容事項及び可能性・能⼒事項の表現形式

（JIS Z 8301 7.4及び7.5）(手引P101資料5 箇条7)

13

JIS Z 8301:2011では，“できる”及び“できない”を，
それぞれ“可能”及び“不可能”を⽰す表現形式として規定

しかし，これらの表現は，実際上，許容事項を⽰す表現として
も⽤いられることがあり，混乱が生じていた。

JIS Z 8301:2019での“できる”及び“できない”の使⽤
許容事項としての使⽤︓禁止
可能性・能⼒事項としての使⽤︓

－文末は禁止（“…は可能である”などを⽤いる。）
－能⼒を⽰す場合に文の途中で⽤いる場合は使⽤可
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4 様式調整の指摘事例
4.8 数値・数式の誤り(手引P101資料5 箇条9)

14

正誤票発⾏の多くの理由が数値・数式誤り

規定値への適合性，試験結果の算出の正確性などに直接的に関
係する事項なので，特に注意して内容を確認する必要有

次の事項に注意し，数値・数式周りだけに集中して⾒直す確認
を必ず一度は⾏う。

－数値の記載ミス
－数値の桁誤り
－数式の単位誤り
－対応国際規格からの転記ミス
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4 様式調整の指摘事例
4.9 図面の記載について(手引P101資料5 箇条10)

15

①制定の場合など、一から図面を起こす必要があるもの︓
・他の規格の似ている図があれば、その情報と一緒に正しい図、図⽰
⽅法の指⽰などを付記してご連絡ください。
・手書きによる修正でも問題ございません。
②改正の場合など、元の図面があるが描き直す必要があるもの又は判
読が難しいもの︓
・元図に正しい図，図⽰⽅法の指⽰などを付記してご連絡ください。
・手書きによる修正でも問題ございません。
③対応国際規格の図面を使⽤する場合︓
・基本的には、対応国際規格の図面をそのまま流⽤
・不鮮明な場合や修正が必要な場合は、正しい図、図⽰⽅法の指⽰を
付記してご連絡ください。

JIS原案作成途中などお早目・お気軽にJSA担当までご依頼ください
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5 国際一致規格（IDT）として作成したJISにおける編集上の修正を加
えた事例(手引P28 8.8)

16

国際一致規格（IDT）としてJISを作成する場合，どこまでが
編集上の修正となるかが議論となることが多い。

次のような場合，編集上の修正と認められる。

5.1 規定の一部とならない参考情報［例えば，附属書（参考），
注記］を追加
5.2 対応国際規格から，参考を削除
5.3 対応国際規格に，内容又は編集上の明らかな不備が認められた
ときそれを修正
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5 国際一致規格（IDT）として作成したJISにおける編集上の修正を加
えた事例
5.1 規定の一部とならない参考情報［例えば，附属書（参考），注
記］を追加した例① (手引P28〜P29)

17

例1 引⽤国際規格に対応するJISがなく国際規格を引⽤し，規格利
⽤者の理解を助けるため，参考として附属書（参考）に国際規格の翻
訳を記載した例
例2 専⾨⽤語について，規格利⽤者の理解を助けるため，注記とし
て，定義を補⾜説明した例
例3 不明確な規定内容について，規格利⽤者の理解を助けるため，
注として補⾜説明を記載した例
例4 関係者間の取決め（受渡当事者間協定など）となっている規定
内容について，規格利⽤者の運⽤の参考となるよう注記として補⾜説
明を記載した例
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5 国際一致規格（IDT）として作成したJISにおける編集上の修正を加
えた事例
5.1 規定の一部とならない参考情報［例えば，附属書（参考），注
記］を追加した例② (手引P30〜P31) 

18

例5 ⽂章だけでは，理解が困難な内容について，図又は表を⽤いて
補⾜説明した例
例6 試験⽅法について，試験精度向上の観点から附属書（参考）に
試験器具などの補⾜説明を記載した例
例7 JISではTSが引⽤可能でないため，規格利⽤者の利便性向上の
ため，注記でISO/IEC Guideを基礎としたTSを記載した例
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5 国際一致規格（IDT）として作成したJISにおける編集上の修正を加
えた事例
5.1 規定の一部とならない参考情報［例えば，附属書（参考），注
記］を追加した例③(手引P28 例1)

19
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5 国際一致規格（IDT）として作成したJISにおける編集上の修正を加
えた事例
5.1 規定の一部とならない参考情報［例えば，附属書（参考），注
記］を追加した例④(手引P29 例2) 

20
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5 国際一致規格（IDT）として作成したJISにおける編集上の修正を加
えた事例
5.2 対応国際規格から，参考を削除した例(手引P31 例8) 

21

対応国際規格で参考として記載されている内容をJISでは不要なので
削除した場合の例（出典︓JIS K 6933を一部変更）
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5 国際一致規格（IDT）として作成したJISにおける編集上の修正を加
えた事例
5.3 対応国際規格に，内容又は編集上の明らかな不備が認められたと
き，それを修正例(手引P32 例8及び例9) 

22

例1 国際規格に誤りがあったので，これを修正し，注記として理由
及び変更内容を記載した例

例2 国際規格に漏れがあったので，漏れている内容を追記し，注記
として理由及び変更内容を記載した例
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6 国際規格を基として作成する場合の
JIS原案作成に関するFAQ (手引P33 8.9) 

23

質問 回答

国際規格のIntroductionは，JISの序文
に記載してもよいか。

Introductionの内容は解説的事項が多いので，JISの序⽂には記
載せず，必要に応じて解説に記載するのがよい。ただし，序⽂に
記載するのを禁止しているわけではない。

国際規格を意訳することは，IDTとして認
められるのか。

IDTとして認められる。⽇本語として理解しやすい記載とするこ
とは推奨される。また，一つの段落の中に記載している幾つかの
情報を，分かりやすく細別として記載してもよい［JIS Z 8301
の36.2 k)参照］。

国際規格の注記に要求事項が含まれている
ため，本文に規定したいがよいか。また，
その場合，IDTとなるか。

必ず本⽂に規定する。また，IDTとして問題ない。
注記でそのような対応について触れておくのがよい。

国際規格で追補改正されている内容をJIS
として取り込み制定・改正する場合，IDT
となるか。

IDTとして問題ない［JIS Z 8301の36.2 c)参照］。序⽂及び適
⽤範囲の注記に追補の情報も記載する。

ISO/IECでは，ISO/IECの⽤語データ
ベースを引⽤しているが，IDTの場合，必
ずJISに記載しなければならないか。また，
MODの場合は記載しなくてもよいか。

IDTの場合，必ず記載する。
MODの場合は，記載しても記載しなくてもよい。
データベースを引⽤して，その定義を適⽤するということであれ
ば，MODで記載しなかった場合には差異を⽰す必要がある。
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7 JIS Z 8301改正に伴う対応①

24

資料として，次の事項を手引に追加したのでご参照ください。

・資料3（手引P69） 製品規格のまとめ方
・資料7（手引P104）JIS Z 8301:2019の主な改正点
・資料8（手引P107）JIS Z 8301とISO/IEC専⾨業務⽤指針との相違点
・資料10（手引P116） JIS Z 8301の索引
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7 JIS Z 8301改正に伴う対応②

25

解説の作成について（手引P40 箇条10）

解説のまとめ方につきまして、JIS Z 8301から削除し、第18版より
本手引に集約いたしました。

また、改正の場合の題名の定型文を、次のとおり修正しました。
今後、解説を作成される際は、ご留意ください。
箇条1の題名︓“制定時の趣旨及び今回の改正までの経緯”
（従来︓今回の改正までの経緯）
箇条2の題名︓“今回の改正の趣旨”

解説の作成について
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ご清聴ありがとうございました

お問い合わせ
一般財団法人⽇本規格協会
標準化総括・支援ユニット

標準化総括チーム
sd@jsa.or.jp

26
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「規格開発エキスパート」について

資料④
JIS原案作成公募制度説明会
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規格開発エキスパートとは

1

2017年5⽉1⽇付で「標準化人材登録センター（RCES）」を設⽴、2017年7⽉より「規格開発
エキスパート」資格登録を開始。2019年4⽉より、一般財団法人⽇本要員認証協会 標準化人
材登録センター（RCES）にて事業を承継。

・沿革

〇規格開発エキスパート補（RCES SER01 3.1）

国際規格、国家規格、団体規格、社内規格等の規格の開発に関する専⾨的な知識を有し、そ
れらに参画するための基礎的な⼒量を有する者。

〇規格開発エキスパート（RCES SER01 3.2）

国際規格、国家規格、団体規格、社内規格等の規格の開発に関する専⾨的な知識と経験を有
し、それらに参画するに⼗分な⼒量を有する者。

・求められる⼒量

〇RCES SER01 規格開発エキスパートの資格基準及び手続き

標準化人材登録センターのサイトで公開しています。

・資格基準
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規格開発エキスパートへの登録要件

2

〇規格開発エキスパート補（RCES SER01 4.1）

申請⽇から起算して5年以内に、当センターが承認する規格開発エキスパート専⾨講座を修了
する。

〇規格開発エキスパート（RCES SER01 5.1）

規格開発エキスパート補に登録し、以下のいずれかに該当する実績を⽰し「格上げ」をする。

a. ISO/IEC規格開発会議エキスパートとして２年以上の活動実績がある

b. ISO/IEC規格国内委員会委員として２年以上の活動実績がある

c. JISの原案作成委員会委員として２年以上の活動実績がある

d. 団体規格開発委員会委員として２年以上の活動実績がある

e. その他、a から d までの活動と同等と認められる活動実績

・登録要件

無料

・新規登録料
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規格開発エキスパート講座について

3

〇規格開発エキスパート導⼊講座（RCES SER01 2.3）

規格開発エキスパート専⾨講座を受講するために必要となる、標準化に関する基礎的な知識
を習得する講座

〇規格開発エキスパート専⾨講座（RCES SER01 2.4）

「標準化専⾨家1)」として必要となる知識を習得する講座。この講座の受講には、規格開発エ
キスパート導⼊講座を修了していなければならない。

注1）経済産業省が2017年2⽉に公表した「標準化人材を育成する３つのアクションプラン」
で定義されている、標準化を主たる業務とし、経営層が策定したルール形成戦略に位置
づけられた標準化を実現する社内外の人材。 （RCES SER01 2.2）

・分類
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規格開発エキスパート講座について

4

〇規格開発エキスパート導⼊講座（RCES SER03 5.1、5.2）

時間数︓5時間以上

内容︓座学での講義

〇規格開発エキスパート専⾨講座（RCES SER03 5.1、5.2）

時間数︓20時間以上

内容︓座学及び実技。実技の時間は、講座の全ての時間の20％以上又は4時間以上

・概要
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規格開発エキスパート講座の開催スケジュール

5

・規格開発エキスパート導入講座（講座名︓標準化セミナー 戦略的標準化活⽤基礎講座）
⽇程 開催地 開催場所

2020年10⽉01⽇(⽊) 東京 ⽇本規格協会 三田ＭＴビル セミナールーム

2020年10⽉23⽇(⾦) 大阪 ⽇本規格協会 関⻄支部 研修会場（ＯＲＩＸ高麗橋ビル７階）

2020年10⽉30⽇(⾦) 名古屋 ⽇本規格協会 名古屋支部（ＲＴ白川ビル７階）

⽇程 開催地 開催場所

2020年11⽉19⽇(⽊)

東京
⽇本規格協会 三田ＭＴビル セミナールーム

（４⽇間通してのご受講が必要となります）

2020年11⽉20⽇(⾦)

2020年12⽉14⽇(⽉)

2021年01⽉21⽇(⽊)

・規格開発エキスパート専⾨講座（講座名︓標準化セミナー 規格開発エキスパート講座）

お申込は「JSA GROUP Webdesk」（https://webdesk.jsa.or.jp）から承っております。（有料のセ
ミナーです）。
「標準化セミナー 戦略的標準化活⽤基礎講座」については、Zoomを使ったオンラインセミナーとし
ての開催も計画しています。詳細は、 JSA GROUP Webdeskでご確認下さい。
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資格の更新について

6

2年間（RCES SER01 6項）

・登録期間

・申請書

・継続的専⾨能⼒開発（CPD）実績記録

・振込連絡票（払い込み記録）

・顔写真

・苦情等の記録

（RCES SER01 10項）

・資格更新時に必要となる提出物

¥3,300（税込）/2年間（RCES SER01 附属書２）

・更新登録料
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継続的専⾨能⼒開発（CPD）実績記録について

7

活動内容を所定の様式に記⼊し、活動主体責任者からの証明（署名、捺印）を受けるか、活
動主体からの委嘱状（又は、それに類する書類で活動期間を⽰すもの）のコピーを添付して
提出（RCES SER01 10項⑤）。

・規格の開発・作成に関する 1 年以上（事務局としての活動の場合は1.5年以
上）の活動実績

セミナー、講演会への参加又は書籍等での自⼰学習の場合は、所定の様式に⽬的、能⼒開発
の活動及び習得内容を800字程度で記述し提出すること（RCES SER01 10項⑤） 。
注意︓自⼰学習レポートは、以下の要件を満たす必要があります。
－自らの⼒量を維持・向上するために実施した能⼒開発活動の結果として、
－⼒量の維持・向上が得られたことを第三者に実証するため、
－学習の“⽬的”と“習得内容”の記述が必要となる。

＊⽬的︓どのような⽬的で能⼒開発に取り組んだかを簡潔に記述すること
＊習得内容︓⼒量の維持・向上が得られたことを実証するために、学んだ知識、技術、知⾒

等の内容を具体的に記述すること。学んだことをすべて網羅して記述する必要
はなく、⽬的に照らして特に有効であった点に絞って記述すること。

・規格・標準化に関する研修会等への参加を通じて習得した内容のレポート、又は
規格・標準化に関する書籍等での⾃己学習を通じて習得した内容のレポート
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⽇本規格協会グループＨＰのトップ→⽇本要員認証協会のバナー→標準化人材登録センター（RCES）

こちらのページで資格基準⽂書、申請書様式などをダウンロードできます。

（https://www.jrca-jsa.or.jp/rces）

詳細は「規格開発エキスパートの資格基準及び手続き（RCES－SER01 改定1版）」をご覧下さい。

規格開発エキスパートの案内ページ
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ご清聴ありがとうございました

お問い合わせ
一般財団法人⽇本要員認証協会

標準化人材登録センター
rces@jrca-jsa.or.jp

-79-

mailto:rces@jrca-jsa.or.jp

